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一
、
は
じ
め
に

現
在
「
養
浩
館
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
庭
園
は
、

江
戸
時
代
「
御
泉
水
屋
敷
」
と
呼
称
さ
れ
た
福
井

藩
松
平
家
の
別
邸
で
あ
つ
が
な

御
泉
水
屋
敷
は
一
般
に
江
戸
時
代
中
期
の
宝
永

(住

2
)

年
間
に
創
建
さ
れ
た
も
の
と
流
布
さ
れ
て
い
る
が
、

実
は
江
戸
時
代
初
期
に
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
，
J

ベ
ル
仰
初
見
は
明
暦
二
年
(
一
六
五
六
)
で
、

『
国
事
叢
記
』
に
は
「
光
通
君
御
国
腹
御
男
子
於

骨
井
御
舟
弘
前
島
骨
御
誕
生
、
称
権
恥
釈
:
:
:
」
(
傍

点
筆
者
)
と
あ
り
、
四
代
藩
主
光
通
の
側
室
が
御

舟
t尺

御
泉
水
邸
「
養
浩
館
」
の
沿
草
に
つ
い
て

泉
水
屋
敷
に
於
い
て
権
蔵
を
生
ん
だ
こ
と
を
伝
え

て
い
る

c

樹

こ
の
御
泉
水
屋
敷
は
、
元
禄
年
間
に
七
代
藩
主

(注
5
)

自
国
明
に
よ
っ
て
大
改
造
が
行
わ
れ
た
が
、
『
国
事

叢
記
』
の
元
禄
二
一
年
(
一
六
九
九
)
六
月
朔
日

の
条
に
は
「
:
・
:
:
福
井
本
御
泉
水
は
永
見
右
衛
門

屋
敷
之
処
御
泉
水
ニ
被
成
候
由
。
昌
明
君
至
干
御

代
御
茶
屋
・
御
風
呂
屋
不
残
立
替
り
、
御
数
奇
屋

谷
の
御
茶
屋
出
来
、
御
庭
木
石
・
水
掛
り
迄
御

物
数
奇
被
仰
付
:
:
:
」
と
あ
る
。

本
稿
は
関
係
史
料
・
諸
文
献
に
よ
っ
て
養
浩
館

の
沿
革
を
明
ら
か
に
し
、
従
来
の
説
の
足
ら
ざ
る

と
こ
ろ
を
補
い
、
通
説
の
一
部
の
修
正
を
も
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
末
尾
に
は
参
考
ま
で
に

本
文
に
用
い
た
関
係
史
料
の
綱
要
を
付
録
と
し
て

掲
載
し
た
の
で
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

な
お
、
表
題
に
は
便
宜
上
養
浩
館
の
名
称
を
用

い
た
が
、
江
戸
期
に
お
け
る
記
述
に
於
い
て
は
す

べ
て
御
泉
水
屋
敷
で
統
一
し
た
こ
と
を
お
断
り
し

て
お
く
。

f

一
一
、
江
戸
時
代
の
御
泉
水
屋
敷

前
項
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
御
泉
水
屋
敷
は
も
と

永
見
右
衛
門
の
屋
敷
で
あ
っ
た
が
、
永
見
は
元
和

八
年
ご
六
二
二
)
一
二
月
晦
日
、
二
代
藩
主
忠

直
に
よ
っ
て
諒
伐
さ
れ
た
。
そ
の
忠
直
も
翌
九
年

三
月
に
改
易
と
な
り
、
寛
永
元
年
(
一
六
二
四
)

四
月
弟
忠
昌
が
三
代
藩
主
と
な
っ
た
。
こ
の
忠
昌

時
代
に
旧
永
見
邸
が
福
井
藩
松
平
家
の
別
邸
に
用

~ 

ifE 
釘すず
日 ii 

。
内
の
数

F
は
藩
主
の
代
数
を
Tm
す

ー
は
実
子
、
ー
は
発
f
を
司
す

制井務松平家略系

⑬
治
好

i
⑪
斉
承
1
⑬
斉
普
目
白
斑
永

l
⑪
茂
昭

(
春
縦
)

い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
元
禄
年
聞
の

(注
6
)

『
古
今
茶
道
全
書
』
に
作
庭
を
小
堀
遠
州
に
依
頼

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
な
づ

け
る
が
、
忠
昌
代
に
お
け
る
御
泉
水
屋
敷
の
存
在

を
裏
付
け
る
確
実
な
文
献
は
な
い
。
し
か
し
、
次

の
四
代
藩
主
光
通
代
に
至
る
と
前
述
の
よ
う
に
側

室
が
泉
水
邸
に
住
居
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

(注
7
)

な
り
、
ま
た
寛
文
年
間
の
『
御
城
下
之
図
』
に
も

「
御
泉
水
」
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
五
代
藩

主
昌
親
代
に
な
る
と
御
泉
水
屋
敷
は
藩
の
公
式
行
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事
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
『
国
事
叢
記
』
延
宝

二
年
(
一
六
七
四
)
五
月
一
四
日
の
条
に
「
:
・
:
於

御
泉
水
屋
舗
御
家
老
中
列
座
侍
中
江
御
家
督
之
趣

申
渡
:
:
:
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
御
泉
水
屋
敷
の
規
模
は
貞
享
二
年
(
一

六
八
五
)
一
二
月
の
『
福
居
御
城
下
絵
図
』
・
『

御
誠
一
川
絵
図
別
記
』
に
よ
る
と
第
一
図
の
通
り
で

あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
宝
永
三
丁
目
一
一
番
地
に

相
当
す
る
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
元
禄
年
間
に
庭
園
の
大

改
修
が
行
わ
れ
て
そ
の
遺
構
は
現
存
し
て
い
る
が
、

(点在

9
)

こ
の
時
期
の
造
園
に
お
い
て
『
養
浩
館
記
』
(
明

治
二
四
)
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
山
田
宗
偏
が
そ

れ
に
関
係
し
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
残
存
し
て
い
る
当
時
の
記
録
で
は

宗
偏
が
造
営
に
関
与
し
た
と
い
う
傍
証
は
な
く
、

藩
主
士
口
品
と
の
交
流
を
示
す
史
料
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。宝

永
五
年
(
一
七

O
八
)
四
月
、
御
泉
水
屋
敷

の
敷
地
拡
大
が
計
ら
れ
、
「
新
御
泉
水
屋
敷
L

が

増
設
さ
れ
た
。
御
泉
水
屋
敷
を
吉
品
隠
居
後
の
住

居
に
宛
て
る
た
め
の
措
置
で
・
元
御
泉
水
屋
敷
の

西
に
隣
接
す
る
四
士
の
邸
宅
(
薄
井
・
山
名
・
江

第
一
図

回
附
同
一
f

-
E
E

川
・
堀
の
四
家
)
が
接
収
さ
れ
、
新
御
泉
水
屋
敷

圃・・・・・培・羽水

-
E
E

が
で
き
た
。
吉
ロ
聞
は
宝
永
七
年
七
月
に
藩
主
の
座

を
士
口
邦
に
譲
り
、
以
後
正
徳
元
年
(
一
七
一
一
)

九
月
二
一
日
に
御
泉
水
屋
敷
に
お
い
て
逝
去
す
る

ま
で
約
一
年
間
を
同
邸
に
居
住
し
た
。
当
時
の
御

泉
水
屋
敷
は
前
藩
主
の
隠
居
所
と
い
う
こ
と
で
そ

の
規
模
が
最
大
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
盛
期

の
御
泉
水
屋
敷
は
正
徳
四
年
の
『
御
城
下
之
絵
図

』
.
(
注
目
制
城
下
絵
図
別
記
』
に
よ
る
と
第
二
図
の

通
り
で
、
こ
れ
は
現
在
の
宝
永
三
丁
目
一
一
番
地

一
二
番
地
・
一
三
番
地
・
一
四
番
地
の
地
域
に
相

当
す
る
。

士
口
品
逝
去
後
の
御
泉
水
屋
敷
は
再
び
藩
侯
側
室

の
住
居
に
あ
て
ら
れ
た
り
(
享
保
八
年
二
一
月
、

藩
主
宗
畠
の
子
千
五
郎
同
邸
に
て
誕
生
)
、
或
は

そ
の
一
部
が
迎
賓
館
に
宛
ら
れ
で
も
い
た
。
(
享

保
四
年
八
月
、
大
坂
町
人
肥
前
屋
を
同
邸
に
て
饗

応
)
し
か
し
、
広
大
な
可
建
造
物
の
中
に
は
不
要
と

な
っ
て
処
分
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
吉
品
居
室
も

(
、
正
日
)

正
徳
五
年
二
月
瑞
源
寺
に
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
享
保
一

O
年
(
一
七
二
五
)
に
は
幕
府
の
国

目
付
の
居
館
に
あ
て
る
た
め
御
泉
水
屋
敷
を
改
修

し
、
同
年
五
月
六
日
よ
り
一
一
月
二
日
ま
で
の
約

御
泉
水
屋
敷
〔
貞
享
ニ
〕

御

泉

水

屋

敷

38~i1 4 尺

55間4尺
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敷
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別
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舟
i尺

御ー""'i
泉
水
丘E侍

「屋

書敷
館
l... 

の
沿
革

っ

て

侍

屋

敷

七
ヶ
月
間
巡
見
使
高
力
平
八
郎
が
同
邸
に
滞
在
し

て
い
る
。

享
保
六
年
一
二
月
、
分
家
の
松
岡
藩
主
松
平
宗

昌
が
本
家
福
井
藩
松
平
家
を
相
続
す
る
に
お
よ
び
、

吉
田
郡
松
岡
町
に
居
住
し
て
い
た
同
落
武
士
の
福

井
城
下
移
転
の
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
享
保
二

年
五
月
、
旧
松
岡
藩
の
重
臣
で
あ
っ
た
磯
野
多
宮

と
渋
谷
権
左
衛
門
は
御
泉
水
屋
敷
の
敷
地
内
に
お

い
て
邸
地
を
拝
領
し
て
い
る
。
そ
の
後
幕
末
に
至

り
激
動
の
時
勢
を
反
映
し
て
安
政
元
年
(
一
八
五

四
)
に
は
御
泉
水
屋
敷
内
に
洋
式
銃
の
製
造
所
が

設
け
ら
れ
、
安
政
四
年
三
月
、
同
製
造
所
は
当
時

の
家
老
本
多
修
理
の
下
屋
敷
と
ふ
り
か
え
ら
れ
た
。

慶
応
年
聞
の
『
御
城
下
之
絵
図
』
お
よ
び
『
御
家

中
屋
敷
地
島
に
よ
る
と
最
盛
期
の
御
泉
水
屋

敷
の
地
は
泉
水
邸
と
本
多
修
理
・
磯
野
多
富
・
渋

谷
弥
柄
三
士
の
屋
敷
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
第
三

図
で
わ
か
る
よ
う
に
そ
の
規
模
は
吉
品
に
よ
る
拡

張
以
前
(
宝
永
五
年
以
前
)
の
旧
態
に
復
し
て
い

呼令。三
、
明
治
以
降
の
旧
御
泉
水
屋
敷

明
治
四
年
の
廃
藩
後
好
余
曲
折
は
あ
っ
た
が
、

最
も
広
大
で
あ
っ
た
時
期
の
御
泉
水
屋
敷
地
(
宝

永
五

i
享
保
一
こ
が
松
平
家
の
私
有
に
帰
し
た
。

明
治
一
一
年
(
一
八
七
八
)
一
一
月
、
そ
の
一
角

に
松
平
家
の
敷
地
提
供
(
三

O
O坪
)
に
よ
っ
て

(
注
目
)

公
立
原
泉
小
学
校
が
創
立
し
た
。
明
治
二

O
年
四

月
に
は
原
泉
校
と
含
英
・
葉
室
校
が
統
合
さ
れ
、

(
庄

H
)

前
者
の
場
所
に
於
い
て
宝
永
小
学
校
が
誕
生
し
た
。

宝
永
校
は
明
治
二
二
年
・
同
三
九
年
の
敷
地
拡
張

(
三
二
、
八
四
八
坪
)
に
と
も
な
っ
て
道
路
を
は

さ
み
養
浩
館
と
相
接
す
る
に
至
っ
た
。
宝
永
校
敷

地
は
も
と
よ
り
松
平
家
か
ら
借
り
受
け
た
も
の
で

公
有
地
で
は
な
か
っ
た
。

終
戦
後
の
昭
和
二
二
年
一

O
月
に
宝
永
小
学
校

は
現
在
地
(
松
本
三
丁
目
)
に
移
転
し
、
宝
永
校

跡
地
に
は
松
平
家
の
一
部
土
地
処
分
も
あ
っ
て
、

警
察
学
校
・
県
税
事
務
所
・
行
政
監
察
局
等
の
官

公
庁
と
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
で
き
た
。
現
在
は
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
を
残
す
の
み
で
、
警
察
学
校
の
跡
地
に

は
武
道
館
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
養
浩
館
も
戦
後

そ
の
一
部
が
公
有
地
と
な
り
、
県
立
図
書
館
・
県

立
岡
島
美
術
記
念
館
と
公
園
が
設
け
ら
れ
そ
の
規

(
注
目
〕

J

i

模
は
著
し
く
縮
小
し
た
。
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御
泉

「一一一一水
侍屋
屋敷
蚊，..

慶
応
年
間

知 両

御

京

水

屋

吸

55問 4尺

40間13尺

侍

口

出

品

川

本

多

修

理

下

屋

般

四
、
お
わ
り
に

現
在
一
般
化
し
て
い
る
「
養
浩
館
」
の
名
称
は

実
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
江
戸
期
に
お
い
て
は

「
御
泉
水
屋
舗
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
由
利
公
正

が
明
治
二
四
年
に
記
し
た
『
養
浩
館
記
』
以
来
そ

の
呼
称
が
定
着
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

御
泉
水
屋
敷
の
成
立
は
、
通
説
の
宝
永
年
間
よ

り
も
古
く
、
そ
れ
よ
り
約
半
世
紀
以
前
の
明
暦
年

間
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
屋
敷
地
の
規
模
は
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
変
遺

が
著
し
く
宝
永
五
年
に
最
盛
期
を
迎
え
、
享
保
一

一
年
・
安
政
四
年
に
漸
減
し
、
明
治
以
降
急
激
に

縮
少
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

『
福
井
市
史
下
巻
』
(
昭
和
二
ハ
)
に
お
い
て

わ
:
・
・
泉
邸
又
は
御
泉
水
邸
と
称
す
・
・
・
・
・
・
吾
、
於
争
恥

第
七
代
藩
主
松
平
吉
品
の
築
く
と
こ
ろ
:
:
:
」
(

傍
点
筆
者
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
宝
永
五
年
の
敷

地
大
拡
張
と
理
解
す
べ
き
で
、
同
邸
の
創
建
を
示

す
も
の
と
考
え
て
は
誤
り
と
い
え
よ
う
。

(
注
)

1

養
浩
館
は
国
鉄
福
井
駅
の
北
方
八

0
0
メ
ー

ト
ル
の
地
点
、
福
井
市
宝
永
三
丁
目
一
一
一
二
六

に
あ
る
。

2

『
新
修
福
井
市
史
I
』
(
昭
和
四
五
)
に
「

宝
永
年
中
(
一
七

O
四
1
一
七
一
一
)
第
七
代
藩

主
士
口
品
の
創
意
に
よ
り
、
茶
師
山
田
宗
偏
が
設
計

し
て
つ
く
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

L

(

一一

七
八
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
宝
永
年
聞
の
創
建
が
一

般
的
で
あ
る
。

3

『
国
事
叢
記
』
(
弘
化
三
一
五
冊
)
は
、

天
正
二
年
よ
り
明
和
七
年
に
至
る
福
井
藩
の
一
編
年

史
。
藩
命
に
よ
っ
て
田
川
楼
が
中
心
と
な
り
御
家

譜
方
で
編
纂
し
た
。

4

権
蔵
は
松
平
文
庫
蔵
『
御
系
図
』
に
よ
る
と

明
暦
二
年
九
月
二
八
日
に
生
ま
れ
、
元
服
し
て
直

堅
を
名
乗
る
。
故
あ
っ
て
福
井
藩
松
平
家
を
相
続

せ
ず
延
宝
三
年
一
二
月
二
六
日
従
五
位
下
備
中
守

に
叙
任
、
同
五
年
一
一
月
三
百
燥
米
一
万
俵
を
賜

っ
て
清
崎
松
平
家
の
祖
と
な
っ
た
。

5

昌
明
は
そ
の
名
乗
を
初
め
昌
親
、
後
に
吉
品

と
改
め
た
。
即
ち
貞
享
三
年
間
三
月
、
養
子
綱
昌

改
易
の
あ
と
を
、
つ
け
て
再
勤
す
る
ま
で
は
昌
親
と

名
乗
り
、
以
後
は
昌
明
と
改
め
て
い
る
。
さ
ら
に

宝
永
元
年
一

O
月
、
将
軍
綱
吉
の
一
字
を
拝
領
し

て
吉
品
と
改
名
し
た
。
従
っ
て
『
国
事
叢
記
』
に
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「
日
目
明
君
至
干
御
代
御
茶
屋
、
御
風
巴
屋
不
残
立
に
作
成
し
た
。
い
ず
れ
も
松
平
文
庫
蔵
【
付
録
】
関
係
史
料
綱
要

替
:
:
:
」
と
あ
る
の
は
元
禄
年
聞
の
時
期
に
相
当
日
高
照
山
瑞
源
寺
(
福
井
市
足
羽
五
丁
目
)
は

O
明
暦
二
丙
申
「
光
通
君
御
国
腹
御
男
子
於
福
井

す

る

も

の

と

解

さ

れ

る

。

天

和

年

間

松

平

吉

品

(

当

時

昌

親

)

が

母

高

照

院

御

泉

水

御

屋

舗

御

誕

生

称

権

蔵

君

、

母

堂

家

女

6

『
古
今
茶
道
全
書
五
』
(
紅
染
山
鹿
庵
編
、
の
菩
提
所
と
し
て
建
立
せ
る
も
の
で
、
吉
口
聞
の
遺
房
。
後
松
盛
院
殿
、
俗
名
山
、
松
原
治
兵
衛
姪
。

元

禄

七

)

に

「

越

前

之

太

守

の

路

地

ニ

し

て

遠

州

骸

も

同

寺

に

葬

ら

れ

た

。

権

蔵

君

明

暦

三

年

出

生

と

も

、

永

見

帯

刀

御

養

指
図
な
り
」
と
あ
る
。
「
遠
州
」
が
小
堀
宗
甫
を
ロ
『
御
城
下
之
絵
図
』
は
図
中
に
「
明
治
一
四
育
、
西
方
八
幡
村
又
荒
谷
又
田
谷
居
住
。
万
治

指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
の
没
年
は
正
保
四
年
で
、
年
五
月
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
写
図
年
代
を
示
し
、
元
年
御
出
生
と
も
言
。
」
(
国
事
叢
記
二
)

そ
の
生
存
年
代
は
三
代
忠
昌
(
正
保
二
年
八
月
没
)
写
図
の
作
者
寺
島
知
義
は
慶
応
年
聞
の
原
図
を
も

O
延
宝
二
甲
寅
「
五
月
十
四
日
越
前
叫
荒
川
十
大

と

ほ

ぼ

一

致

す

る

。

と

に

本

図

を

作

成

し

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

夫

三

百

石

十

左

衛

門

執

着

、

同

日

於

御

泉

水

屋

舗

7
絵
図
裏
書
に
は
「
寛
文
九
年
己
酉
四
月
二
日
」
『
御
家
中
屋
敷
地
絵
図
』
は
嘉
永
五
年
に
御
持
物
御
家
老
中
列
座
侍
中
江
御
家
督
之
御
趣
申
渡
。

と
あ
る
が
、
寺
院
の
配
置
か
ら
み
て
本
図
の
成
立
頭
の
榊
原
十
郎
太
夫
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
代
々
被
仰
渡
ハ
御
本
丸
ニ
而
被
仰
渡
。
従
江
戸
の

年
代
は
万
治
二
年
以
前
と
も
考
え
ら
れ
る
。
現
存
第
三
図
は
両
史
料
を
も
と
に
作
成
し
た
。
い
ず
れ
御
使
者
も
御
小
姓
頭
な
り
、
如
何
不
審
。
御
小
姓
頚

す

る

福

井

城

下

図

の

中

で

は

最

古

の

も

の

。

松

平

も

松

平

文

庫

蔵

な

ら

ば

狛

十

大

夫

雅

陣

千

石

、

荒

川

と

違

ひ

な

ら

ん

文

庫

蔵

日

松

平

文

庫

蔵

『

泉

邸

公

園

地

絵

図

』

(

明

治

敬

(

国

事

叢

記

三

)

8

第
一
図
は
『
福
居
御
城
下
絵
図
』
(
貞
享
二
一
二
)
に
原
泉
小
学
校
に
関
す
る
絵
図
が
あ
る
。

O
元
禄
十
二
巳
卯
六
月
朔
日
「
福
井
本
御
泉
水
は

年
一
二
月
)
と
上
記
絵
図
編
成
の
た
め
に
編
纂
さ

M

『
宝
永
の
あ
ゆ
み
』
(
宝
永
社
会
教
育
会
、
永
見
右
衛
門
屋
敷
之
処
御
泉
水
ニ
被
成
候
由
。

れ
た
と
み
ら
れ
る
『
御
城
下
絵
図
別
記
』
を
も
と
昭
和
五

O
)
参

照

昌

明

君

至

干

御

代

御

茶

屋

・

御

風

呂

屋

不

残

立

に
作
成
し
た
。
い
ず
れ
も
松
平
文
庫
蔵
日
明
治
以
降
に
お
け
る
旧
御
泉
水
屋
敷
の
土
地
替
り
、
御
数
奇
屋
・
谷
の
御
茶
屋
出
来
、
御
庭

9

「
養
浩
館
記
」
は
由
利
公
正
の
撰
に
な
る
も
所
有
者
の
変
遷
に
つ
い
て
は
松
平
家
土
地
管
理
所
木
石
・
水
掛
り
迄
御
物
数
奇
ニ
被
仰
付
。
其
以

の
で
、
『
福
井
市
史
下
巻
』
(
昭
和
二
ハ
)
に
そ
伊
藤
治
志
氏
か
ら
種
々
助
言
を
得
た
。
紙
面
を
か
後
御
隠
居
所
之
思
召
に
て
屋
敷
続
薄
井
新
八
郎

の

全

文

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

り

て

お

札

を

申

上

げ

る

。

-

江

川

安

右

衛

門

・

堀

新

左

衛

門

・

山

名

次

郎

日

第

二

図

は

藩

命

に

よ

っ

て

作

ら

れ

た

正

徳

四

右

衛

門

何

戊

外

ニ

而

屋

敷

被

下

ル

。

新

御

泉

水

屋

年

の

『

御

城

下

絵

図

』

と

上

図

の

絵

図

記

を

も

と

敷

と

申

、

御

居

間

・

御

台

所

等

出

来

御

隠

居

以

舟
ィ尺

御
泉
水
邸
「
養
浩
館
」
の
沿
革
に
つ
い
て
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後
御
座
被
成
候
J

」
(
国
事
叢
記
四
)

O
宝
永
五
戊
子
「
三
月
二
十
五
日
、
公
発
落
道
取

中
山
道
。
」
寸
四
月
十
二
日
、
公
発
藩
後
修
泉

水
第
。
持
弓
頭
小
川
与
右
衛
門
管
之
、
手
廻
塩

谷
宗
兵
衛
副
之
c

先
是
有
泉
水
第
、
今
於
其
西

都
合
一
薄
井
新
八
・
山
名
次
郎
右
衛
門
・
江
川

安
右
衛
門
・
堀
新
左
衛
門
四
土
宅
地
造
之
。
称

之
新
泉
水
第
、
旧
所
有
称
本
泉
水
第
。
新
泉
水

第
後
移
造
本
泉
水
中
、
其
第
地
今
渋
谷
・
磯
野

宅
地
即
此
。
」
(
越
藩
史
略
巻
之
八
)

O
正
徳
五
乙
未
「
二
月
十
三
日
己
午
刻
高
照
山
瑞

源
寺
焼
亡
。
後
御
泉
水
御
居
間
被
下
建
な
り
。
」

(
国
事
叢
記
五
)

O
享
保
四
己
亥
「
八
月
四
日
、
於
福
井
御
泉
水
浪

花
町
人
肥
前
屋
御
料
理
被
下
。
」
(
国
事
叢
記

五
)

O
享
保
八
発
卯
「
十
二
月
八
日
二
日
と
も
戊
上
刻

於
福
井
御
泉
水
千
五
郎
君
御
誕
生
。
宗
昌
君
御

二
男
、
十
五
日

5
千
五
郎
、
玉
、
母
堂
家
女
房
日

(
国
事
叢
記
六
)

O
享
保
十
乙
巳
寸
二
一
月
二
十
三
日
、
貸
与
有
加
回
一
本

次
郎
政
逢
新
泉
水
第
・
高
田
小
右
衛
門
一
章
筏

町
第
旧
豊
仙
公
別
笠
、
修
理
其
宅
。
以
当
為
監
使

館
故
也
Z

(

越
藩
史
略
巻
之
十
一
)

O
享
保
十
一
丙
午
「
三
月
五
日
、
将
遷
松
岡
士
宅

於
城
下
、
令
中
根
靭
負
・
秋
田
八
郎
兵
衛
・
目
付

片
山
弥
五
右
衛
門
管
之
L

「
五
月
十
五
日
、
併

移
新
泉
水
第
於
旧
第
」
寸
五
月
二
十
四
日
、
以

新
第
地
為
士
家
」
(
越
藩
史
略
巻
之
十
ご

O
安
政
元
甲
寅
「
此
年
江
戸
表
占
浅
井
彦
兵
衛
と

い
へ
る
西
洋
流
鉄
砲
師
を
被
召
寄
、
御
泉
水
屋

敷
明
地
に
職
場
出
来
小
銃
製
造
被
仰
付
た
り
。
L

(
奉
答
紀
事
中
巻
)

O
安
政
四
巳
ゴ
二
月
五
日
下
屋
敷
地
面
今
度
御
制

造
方
御
用
地
ニ
被
仰
付
、
代
地
之
儀
は
追
川
可

被
下
旨
被
仰
出
。
同
年
三
月
二
十
八
日
下
屋
敷

拝
地
弁
抱
屋
敷
地
先
達
川
御
用
地
一
一
被
仰
付
候

付
右
代
地
御
泉
水
町
御
製
造
方
役
所
有
之
地
所

千
坪
飴
被
下
置
候
」
(
本
多
修
理
勤
書
)

〔
追
記
〕

「
御
泉
水
」
の
通
称
で
福
井
市
民
に
親
し
ま
れ

て
い
る
養
浩
館
は
、
戦
後
荒
廃
の
ま
ま
に
放
置
さ

れ
、
新
聞
で
「
汚
染
水
L

と
郷
捻
さ
れ
る
ほ
ど
の

有
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
二
年
三
月
、

同
園
管
理
者
の
福
井
市
は
そ
れ
を
近
代
的
都
市
公

園
に
改
造
す
る
計
画
を
発
表
し
た
。
岡
市
文
化
財

専
門
委
員
会
は
、
こ
れ
を
問
題
視
し
て
都
市
公
固

化
す
る
の
で
な
く
国
の
名
勝
指
定
を
、
つ
け
て
昔
日

の
姿
に
復
原
す
べ
き
で
あ
る
と
市
長
に
申
し
入
れ

た
。
市
長
が
こ
れ
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
福
井
市

教
育
委
員
会
で
は
た
だ
ち
に
そ
の
準
備
に
入
り
、

遺
構
の
調
査
は
市
の
委
嘱
に
よ
っ
て
県
朝
倉
氏
遺

跡
調
査
研
究
所
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

六
月
某
目
、
調
査
責
任
者
の
河
原
純
之
氏
が
来

訪
さ
れ
、
養
浩
館
の
沿
革
に
就
い
て
執
筆
す
る
よ

う
に
依
頼
を
、
つ
け
た
が
、
県
立
図
書
館
に
隣
接
す

る
養
浩
館
に
は
多
大
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
で

調
査
時
間
の
不
足
を
気
に
し
な
が
ら
も
承
諾
し
た
。

以
上
の
経
緯
か
ら
主
と
し
て
松
平
文
庫
の
史
料
を

も
と
に
原
稿
化
を
試
み
た
が
、
本
稿
は
八
月
中
旬

市
文
化
課
に
提
出
し
た
も
の
に
更
に
若
干
の
加
筆

を
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
原
稿
執
筆
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
河
原

純
之
氏
に
紙
上
を
か
り
で
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。
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